
予定納税と振替納税 

こないだ払ったのにまたすぐ請求が！ 

 給与を複数個所からもらうようになった

とか、サラリーマンから独立をしたとか、

賃貸不動産が軌道に乗り始めて儲けが多く

なったとか、そういった方から「こないだ

確定申告で税金を払ったのに、また国税か

ら請求が来ている！」と相談が来る事があ

ります。 

 長年事業をやっておられる方はご存じか

と思いますが、これは予定納税制度という

ものです。その年の5月15日現在において、

確定している前年分の所得金額や税額など

を基に計算した金額（予定納税基準額）が

15 万円以上である場合、その年の所得税等

を前払いする制度です。事業版の源泉徴収

制度、という感じでしょうか。 

 

予定納税は減額可能だが…… 

 予定納税は「去年の実績にあわせて、次

の確定申告時の税金の一部を前払い」する

ものです。ただし、今年が去年よりも実際

に払う所得税額が低いと見込まれる場合は、

「所得税及び復興特別所得税の予定納税額

の減額申請手続」という手続きを行うこと

によって、予定納税額を減らすことができ

ます。理由に関しては多岐にわたるものが

例示されています。例えば廃業や休業、失

業をした場合はもちろんのこと、業況不振

で所得が下がりそうだとか、災害や盗難、

医療費の支出、扶養親族や社保控除や寄附

金控除の増加等、何はともあれ「税金を払

う予定の額が少なくなった場合」は減額申

請ができるようです。 

 ただし、予定納税した後の確定申告で、

実際に納税した額よりも税金が少なかった

場合は、還付加算金という利息が付いて戻

ってくるので、資金に余裕がある場合は減

額申請をしない方がちょっとだけお得です。 

 

振替納税は読んで字のごとく 

 振替納税は、その名の通り口座引落しで

所得税等を払う方法です。前述の予定納税

がある場合で振替納税の手続きをしている

と、予定納税額が 7月と 11 月に引き落とさ

れるようになります。 

 便利ではありますが、日々の入出金と同

じ口座を利用していると「不意な引落しで

お金が足りない！」という事態もありえま

すので、資金管理はしっかりとしましょう。 

 

 

 

 

 

 

事務所コラム 
 

2018 年 4 月 2 日(月) 
〒133-0052 東京都江戸川区東小岩 6-21-3 

東京ＲＳ税理士法人       TEL 03-5612-1821 FAX 03-5612-1822 

Email reiko@ebihara-tax.jp 

昔は還付加算金の利率

が 大 き か っ たの だ け

ど、今は 1％台。それ

でも銀行利息を考えれ

ば大盤振舞と言えるか

な。 


